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１ 国民健康保険広域共同事業(広報)
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国民健康保険広域共同事業…国民健康保険保険者機能強化基金を活用して、県、市
町村が共同し、広域的に行うことが効果的、効率的
な普及啓発事業等を実施する。

〔国保連合会共同事業〕

特定健診受診率・特定保健指導実施率向上など医療費適正化に繋がるものを実施

今年度実施（予定）事業

１．テレビCM放送（特定健診・特定保健指導の受診勧奨）

２．ポケットティッシュ作成（〃）

３．ポスター作製、配布（第三者行為による傷病届勧奨）等

国民健康保険広域共同事業について
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〇放送期間：８月１日～８月３１日（ＲＮＣ、ＲＳＫ）
〇１８時～２３時までの時間帯を中心に７７本放送

テレビCM放送（特定健診・特定保健指導の受診勧奨）

こう見えて
私って４２歳

メタボになると高血圧や
糖尿病のリスクが高くな
る可能性があります

猫ってどうなの

１年に１度は
特定健診を

だから猫は

「メタボ猫篇」
① ② ③

④ ⑤ ⑥

※他 別内容１篇
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〇作成個数：約２０，０００個
〇６月に各市町村に希望数を配布済み

ポケットティッシュ作成・ポスター制作、配布

【ポケットティッシュパッケージ】

１．ポケットティッシュ作成（特定健診・特定保健指導の受診勧奨）

〇作成枚数：約４，０００枚
〇９月・１０月を目途に医療機関へ国保連合会から発送予定

２．ポスター作成（第三者行為による傷病届勧奨）
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２ 平成３０年７月豪雨における支援
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被保険者証等の提示ができない場合でも、氏名、生年月日、連絡先（電

話番号等）を伝えることで、医療機関等を受診することができる。

国民健康保険制度における支援
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居住する住宅の全半壊、床上浸水等の一定条件に該当する場合、医療機

関等での一部負担金支払が免除される（現金がなくても受診できる）。

１ 被保険者証がなくても医療機関等の受診が可能

２ 医療機関等での一部負担金支払の免除

３ 保険料(税)の減免

主たる生計維持者の死亡や事業収入等の減少、居住する住宅の全半壊、

床上浸水等の一定条件に該当する場合、市町村の条例に基づき、保険料

(税)の徴収猶予や減免を受けられる。

上記の一部負担金支払の免除や保険料(税)の減免を行った災害救助法の適用市町村
については、国基準に従い財政支援が受けられる予定
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県ホームページ
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被保険者向け
チ ラ シ

医療機関向け
チ ラ シ
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